
令和８年４月１日任用 

市民課・支所フルタイム会計年度任用職員採用試験募集要領 
 

【採用試験受付期間 令和８年２月 16 日～２月 27 日】 
 

１ 募集職種・採用人数について 
 

 募集職種及び採用人数は次のとおりです。 

 なお、申請者が多数となった場合、受付終了期間前に募集を締め切る場合がありますの

で、ご了承ください。 

 

 ⑴ 市民課業務（フルタイム会計年度任用職員） 
 

任用場所 採用予定人数 主な業務内容 

市民協働部市民課 ５名 

・申請、届出者との窓口受付業務 

・専用端末による証明書等出力業務 

及び届出書入力業務 

・手数料の収受 

・災害対応業務 

・電話応対業務等、市民課業務及び 

勤務場所に係るその他業務 

中央台市民サービスセンター １名 

小名浜支所市民課 １名 

泉市民サービスセンター １名 

勿来支所市民課 ２名 

常磐支所市民課 ２名 

好間支所 １名 

 

 ⑵ マイナンバーカード交付業務（フルタイム会計年度任用職員） 
 

任用場所 採用予定人数 主な業務内容 

市民協働部市民課 ８名 

・窓口、郵送及び出張によるマイナ

ンバーカード申請受付及び交付業

務 

・マイナンバーカード交付業務に関

するリスト作成、書類整理等 

・手数料の収受 

・災害対応業務 

・電話応対業務等、勤務場所に係る 

その他業務 

中央台市民サービスセンター １名 

小名浜支所市民課 ３名 

泉市民サービスセンター ２名 

勿来支所市民課 １名 

常磐支所市民課 １名 

遠野支所 １名 

小川支所 １名 

久之浜・大久支所 １名 

 



２ 身分・勤務条件等について（必ず確認してください） 
 

 別紙「勤務条件」のとおり 

 

３ 受験資格及び申請方法について 
 

⑴  申請期間 令和８年２月 16 日（月）～２月 27 日（金）【必着】 

⑵ 受験資格 

・ Word・Excel 及び電子メール等、パソコンの基礎的操作ができる

こと。 

・ 次に掲げる地方公務員法第 16 条の規定に基づく欠格事項に抵触

していないこと。 

 ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで又はその 

執行を受けることがなくなるまでの者。※ 

 イ いわき市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日 

から２年を経過しない者。 

 ウ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第 60 条から

第 63 条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者。 

 エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に

成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団

体を結成し又はこれに加入した者。 

 ※ 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関

する法律（令和４年法律第 68 号）の規定により、懲役又は禁錮の

刑について、拘禁刑に処せられたものとみなされます。 

⑶ 申請方法 

 任用を希望する場所毎に提出書類を郵送又は持参してください。 

（受付時間：平日の８時 30 分から 17 時まで）。 

 また、郵送で申請する場合は締切日必着とします。 

⑷ 申請書類 

・会計年度任用職員採用試験申請書 

 ※いわき市ホームページからダウンロードしてください。 

・返信用封筒１通（申請者の住所・氏名を記載し、返信分の切手貼付） 

 ※合否通知に使用します。 

⑸ その他 

・提出書類に不備がある場合及び申請期間を過ぎた場合は、理由に 

かかわらず受理しません。 

・試験の合否について、電話・郵便及び電子メール等による問い合わ 

せには、お答えしません。 

・障がいのある方で、受験に際して介助が必要等、配慮が必要な方は 

必ず申請時に相談してください。申請後受理後に申出された場合、 

対応できないことがあります。 

・申請書類は、理由にかかわらず返却しません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 試験の方法・内容 
  

⑴ 採用試験は「書類審査」及び個別面接による「口述審査」を実施します。 

 ⑵ 「口述審査」の実施日・場所については次のとおりです。 

任用場所 面接日 面接場所 

市民課 
令和８年３月７日（土） 

令和８年３月８日（日） 

いわき産業創造館 

（ラトブ６階） 
中央台市民サービスセンター 

小名浜支所市民課 

任用場所から別途連絡します 

泉市民サービスセンター 

勿来支所市民課 

常磐支所市民課 

好間支所 

遠野支所 

小川支所 

久之浜・大久支所 令和８年３月３日（火） 久之浜・大久支所 

 

 ⑶ 書類審査及び口述審査の総合点数の高い順に、採用決定します。 

 ただし、総合得点が一定基準未満である場合、不採用とします。 

 ⑷ 採用試験の合否については、郵送により受験者に通知します。 

   正式な採用決定は令和８年度予算成立後（令和８年３月下旬）です。 

 

５ その他 
 

 ⑴ 一つの募集職種について複数の任用場所に申請することは可能です。それぞれの任

用場所において採用面接の日時が重複した場合や、私事都合による日時の調整は行い

ませんので御了承ください。 

   また、一つの任用場所で複数の募集職種に申請することはできません。 

 ⑵ 当採用試験及び選考で得た個人情報は、採用の目的以外に一切使用しません。 

 ⑶ 本募集は、令和８年度当初予算成立後、速やかに任用を開始できるよう、当初予算

成立前に募集の手続きを行うものです。予算の成立状況によっては、勤務条件が変更

となる場合や採用が取消しとなる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６ 申請・問合せ先 
 申請書の提出先は、任用を希望する場所ごとに以下のとおりです。 

 なお、採用試験に係る全般的な問合せ先は市民協働部市民課管理グループです。 

 

任用希望場所 申請書提出先 

・市民協働部市民課 

・中央台市民サービスセンター 

市民協働部市民課管理グループ 

〒970-8686 いわき市平字梅本 21 

電話 0246（22）7445 

・小名浜支所市民課 

・泉市民サービスセンター 

小名浜支所市民課市民係 

〒971-8162 いわき市小名浜花畑町 15-1 

電話 0246（54）2113 

・勿来支所市民課 

勿来支所市民課市民係 

〒974-8232 いわき市錦町大島１ 

電話 0246（63）2113 

・常磐支所市民課 

常磐支所市民課市民係 

〒972-8321 いわき市常磐湯本町吹谷 76-1 

電話 0246（43）2113 

・好間支所 

好間支所市民福祉係 

〒970-1152 いわき市好間町中好間字中川原 29-1 

電話 0246（36）2221 

・遠野支所 

遠野支所市民福祉係 

〒972-0163 いわき市遠野町根岸字白幡 40-1 

電話 0246（89）2111 

・小川支所 

小川支所市民係 

〒979-3122 いわき市小川町高萩字小路尻 19-10 

電話 0246（83）1111 

・久之浜・大久支所 

久之浜・大久支所市民福祉係 

〒979-0333 いわき市久之浜町久之浜字中町 32 

電話 0246（82）2111 

 


